
 

平成２９年第３回七戸町議会臨時会 

会 議 録 

 

 

 平成２９年１０月４日七戸町告示第６４号で、平成２９年第３回七戸町議会臨時会を１０

月１１日上北郡七戸町議会議事堂に招集する。 

 

 

平成２９年１０月１１日 午前１０時００分 開会 

平成２９年１０月１１日 午前１０時４６分 閉会 

 

 

○応招議員（１６名） 

 議 長 １６番 田 嶋 輝 雄 君     副議長 １５番 三 上 正 二 君 

１番 二ツ森 英 樹 君          ２番 小 坂 義 貞 君 

      ３番 澤 田 公 勇 君          ４番 哘   清 悦 君 

      ５番 岡 村 茂 雄 君          ６番 附 田 俊 仁 君 

      ７番 佐々木 寿 夫 君          ８番 瀬 川 左 一 君 

      ９番 盛 田 惠津子 君         １０番 田 嶋 弘 一 君 

     １１番 松 本 祐 一 君         １２番 田 島 政 義 君 

     １３番 中 村 正 彦 君         １４番 白 石   洋 君 

 

 

○不応招議員（０名） 

 

 

○町長提出案件 

報告第２０号 専決処分事項の報告について 

       （自動車損傷事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて） 

報告第２１号 専決処分事項の報告について 

（工事請負変更契約の締結について（城南小学校大規模改造工事）） 

報告第２２号 専決処分事項の報告について 

（平成２９年度七戸町一般会計補正予算（第６号）） 

議案第９３号 平成２９年度七戸町一般会計補正予算（第７号） 

議案第９４号 工事請負契約の締結について 

       （西野橋橋梁補修工事） 



 

議案第９５号 工事請負契約の締結について 

       （本庁舎耐震改修工事） 

議案第９６号 工事請負変更契約の締結について 

       （（仮称）道の駅しちのへ情報館建築工事） 

 

 

○その他 

 会議録署名議員の指名について 

 会期の決定について 

 諸般の報告について 
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平成２９年第３回七戸町議会臨時会 

会議録（第１号） 

平成２９年１０月１１日（水） 午前１０時００分 開会 

 

 

○議事日程    

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 会期の決定について 

日程第 ３ 諸般の報告について 

日程第 ４ 提出議案一括上程 

       「報告第２０号 専決処分事項の報告について（自動車損傷事故に係る和

解及び損害賠償の額を定めることについて）」から「議案第９６号 工事請

負変更契約の締結について（（仮称）道の駅しちのへ情報館建築工事）」ま

での４議案、３報告を一括上程 

      （町長提出議案総括説明） 

日程第 ５ 報告第２０号 専決処分事項の報告について 

             （自動車損傷事故に係る和解及び損害賠償の額を定めること

について） 

日程第 ６ 報告第２１号 専決処分事項の報告について 

（工事請負変更契約の締結について（城南小学校大規模改造

工事）） 

日程第 ７ 報告第２２号 専決処分事項の報告について 

             （平成２９年度七戸町一般会計補正予算（第６号）） 

日程第 ８ 議案第９３号 平成２９年度七戸町一般会計補正予算（第７号） 

日程第 ９ 議案第９４号 工事請負契約の締結について 

             （西野橋橋梁補修工事） 

日程第１０ 議案第９５号 工事請負契約の締結について 

             （本庁舎耐震改修工事） 

日程第１１ 議案第９６号 工事請負変更契約の締結について 

             （（仮称）道の駅しちのへ情報館建築工事） 

 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 
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○出席議員（１６名） 

 議 長 １６番 田 嶋 輝 雄 君     副議長 １５番 三 上 正 二 君 

１番 二ツ森 英 樹 君          ２番 小 坂 義 貞 君 

      ３番 澤 田 公 勇 君          ４番 哘   清 悦 君 

      ５番 岡 村 茂 雄 君          ６番 附 田 俊 仁 君 

      ７番 佐々木 寿 夫 君          ８番 瀬 川 左 一 君 

      ９番 盛 田 惠津子 君         １０番 田 嶋 弘 一 君 

     １１番 松 本 祐 一 君         １２番 田 島 政 義 君 

     １３番 中 村 正 彦 君         １４番 白 石   洋 君 

 

 

○欠席議員（０名） 

 

 

○説明のため会議に出席した者の職氏名 

 町     長  小 又   勉 君    副 町 長  似 鳥 和 彦 君 

 総 務 課 長  高 坂 信 一 君    支  所  長  加 藤   司 君 

                       （兼庶務課長） 

 企画調整課長  中 野 昭 弘 君    財 政 課 長  金 見 勝 弘 君 

 地域おこし総合戦略課長       田 嶋 邦 貴  君        会 計 管 理 者   田 嶋 史 洋  君 

（兼会計課長） 

税 務 課 長  鳥谷部   勉 君     町 民 課 長  甲 田 美喜雄 君       

 社会生活課長  附 田 良 亮 君        健康福祉課長  氣 田 雅 之 君 

 （兼城南児童館長） 

 商工観光課長  附 田 敬 吾 君        農 林 課 長  天 間 孝 栄 君 

 建 設 課 長  仁 和 圭 昭 君        上下水道課長  原 田 秋 夫 君 

 教  育  長  神   龍 子 君        学 務 課 長  八 幡 博 光 君 

 生涯学習課長  鳥谷部 慎一郎 君        世界遺産対策室長  小 山 彦 逸 君 

 中央公民館長  髙 田 浩 一 君        農業委員会会長  天 間 俊 一 君 

  （兼南公民館長・中央図書館長）           

 農業委員会事務局長  町 屋   均 君     代表監査委員  野 田 幸 子 君 

 監査委員事務局長  原 子 保 幸 君     選挙管理委員会委員長  新 舘 文 夫 君 

 選挙管理委員会事務局長  甲 田 美喜雄 君 

 

 

○職務のため会議に出席した事務局職員 
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 事 務 局 長  原 子 保 幸 君     事 務 局 次 長  中 村 孝 司 君 

 

 

○会議録署名議員 

     １１番  松 本 祐 一 君        １２番  田 島 政 義 君 

 

 

○会議を傍聴した者（５名） 

 

 

○会議の経過 
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開会 午前１０時００分 

 

○開会宣告 

○議長（田嶋輝雄君） 皆さん、本日は大変お疲れ様でございます。 

  ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しております。 

 したがいまして、平成２９年第３回七戸町議会臨時会は成立いたしました。 

 ただいまから、平成２９年第３回七戸町議会臨時会を開会いたします。  

 

 

○開議宣告 

○議長（田嶋輝雄君） これより、本日の会議を開きます。 

 

 

○日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（田嶋輝雄君） 日程第１ 会議録署名議員の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定より、１１番松本祐一君と１２番田島政義

君を指名します。 

 

 

○日程第２ 会期の決定について 

○議長（田嶋輝雄君） 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。 

 これに、御異議ありませんか。 

               （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、本臨時会の会期は、本日１日と決定いたしました。 

 議長において作成いたしました議事日程及び説明員は、お手元に配布いたしたとおりであ

ります。 

 

 

○日程第３ 諸般の報告について 

○議長（田嶋輝雄君） 日程第３ 諸般の報告についてを行います。 

 議長の諸般の報告につきましては、お手元に配布いたしておりますので、御了承願います。 

  

 



5 

 

○日程第４ 提出議案一括上程 

○議長（田嶋輝雄君） 日程第４ 報告第２０号専決処分事項の報告について（自動車損傷

事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて）から議案第９６号工事請負変更契

約の締結について（（仮称）道の駅しちのへ情報館建築工事）までの４議案、３報告を一括上

程いたします。 

 町長から提出議案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。  

○町長（小又 勉君） おはようございます。 

本日ここに、平成２９年第３回七戸町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位に

おかれましては、御多忙のところ御出席いただき、厚くお礼申し上げます。 

また、議員各位には、日頃より町政運営に御理解と御協力を頂いておりますことに対し、

重ねてお礼申し上げます。 

 それでは、本臨時会に提出いたしました議案の概要について御説明申し上げます。 

報告第２０号専決処分事項の報告について。 

自動車損傷事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについては、平成２９年７月２

２日の豪雨により、史跡七戸城跡ののり面が小規模で崩落した際に木が倒れ、隣地に駐車し

ていた車に損害を与えたことにより、相手方と協議した結果、車両修理及び代車借上げに要

する費用の全額を負担することで和解が成立したので、この額を早急に支払う必要があるこ

とから専決処分したものです。 

報告第２１号専決処分事項の報告について。 

工事請負変更契約の締結について（城南小学校大規模改造工事）は、平成２９年第１回定

例会で議決された城南小学校大規模改造工事について、工事内容の一部変更に伴い契約金額

を変更する必要が生じ、工事の工程上、急を要したことから専決処分したものです。 

報告第２２号専決処分事項の報告について。 

平成２９年度七戸町一般会計補正予算（第６号）については、歳入歳出予算の総額に１，

１７８万８，０００円を追加し、予算総額を１０２億９，２４２万８，０００円としたもの

です。 

歳入は、国庫支出金に１，１７８万８，０００円を追加し、歳出は、総務費に１，１７８

万８，０００円を追加したものです。 

 議案第９３号平成２９年度七戸町一般会計補正予算（第７号）については、歳入歳出予算

の総額に４６２万２，０００円を追加し、予算総額を１０２億９，７０５万円とするもので

す。 

歳入は、地方交付税に４６２万２，０００円を追加し、歳出は、民生費に８４万円、土木

費に２９２万３，０００円、教育費に８５万９，０００円を追加するものです。 

議案第９４号工事請負契約の締結について（西野橋橋梁補修工事）については、条件付き

一般競争入札を平成２９年９月２８日実施したところ、田中土木株式会社に落札となったの
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で、地方自治法及び町条例の規定により提案するものです。 

議案第９５号工事請負契約の締結について（本庁舎耐震改修工事）は、条件付き一般競争

入札を平成２９年９月２８日実施したところ、株式会社小又建設に落札となったので、地方

自治法及び町条例の規定により提案するものです。 

 議案第９６号工事請負変更契約の締結について（（仮称）道の駅しちのへ情報館建築工事）

は、工事内容の一部変更に伴い契約金額を変更する必要が生じたことから、地方自治法及び

町条例の規定により提案するものです。 

 以上が、本臨時会に提出いたしました議案でありますが、議員各位には慎重審議の上、御

賛同賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（田嶋輝雄君） これをもって、提出議案の説明を終わります。 

 これより、議案審議に入ります。 

 

 

○日程第５ 報告第２０号 

○議長（田嶋輝雄君） 日程第５ 報告第２０号専決処分事項の報告について（自動車損傷

事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて）を議題といたします。 

 これより、質疑に入ります。 

発言を許します。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより、本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、報告第２０号専決処分事項の報告について（自動車損傷事故に係る和解

及び損害賠償の額を定めることについて）は、原案のとおり承認されました。 

 

 

○日程第６ 報告第２１号 

○議長（田嶋輝雄君） 日程第６ 報告第２１号専決処分事項の報告について（工事請負変

更契約の締結について（城南小学校大規模改造工事））を議題といたします。 

 これより、質疑に入ります。 

発言を許します。 
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７番議員。 

○７番（佐々木寿夫君） 城南小学校の改築工事が進められて、私も何回か見学に行ってい

ますが、非常に教職員、子供たちが喜んでいるのですが、このたび、３００万円ほどの専決

処分がなされて請負契約が変わったのですが、見ると外壁クラックが長くなるとか、体育館

のアリーナ床補修とか、こういうのがついているのですが、このことについて御説明願いま

す。 

○議長（田嶋輝雄君） 学務課長。 

○学務課長（八幡博光君） それでは、説明いたします。 

 工事を進めるに当たり、足場を組みます。そのあとに、区画ごとに進んでまいります。当

然、上のほうの外壁は、足場に乗って始めて確認できる部分もございます。そういった観点

から、変更額で増額になった金額ですが、４１０万１，８４０円が増額になりました。その

内容は、三点ございまして、１点目が、そういう形で進んでいて、校舎の、そして体育館の

外壁の躯体調査をあわせてしていくわけでございますが、そこでのひび割れ、上のほうのひ

び割れ、見えなかった部分が発覚しましたり、あとコンクリートの浮き出てきている部分、

そういったものが、結構多く見つかりました。それで、あわせて改修をしなければならない

ということで、大幅な増が発生しました。 

 ２点目でございますが、既存の屋根、これを撤去しましたところ、脇にある破風板、これ

がほとんどみんな腐ってございました。これも高いところで見て始めて確認できる部分が両

様にあります。それらの総メートルにすれば９３．６メートル、この部分を改修いたしまし

た。 

 ３点目でございますが、体育館の中のフローリング、ぱっと見なかなかわからないのです

が、結構浮き出ている部分がございました。子供たちの安全性を考えれば、即修理しなけれ

ばいけない、ということで確認しました１７カ所の問題の部分が発見されまして、それを撤

去し張りかえしたということでございまして、総額で４００万円ちょっとの修繕費が発生い

たしました。 

 以上でございます。 

○議長（田嶋輝雄君） ７番議員、よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

 ４番議員。 

○４番（哘 清悦君） 今の件ですけれど、工事契約の金額のうちの、今ふえた４１０万円

も含めて、町の負担の金額がいくらかを伺います。 

○議長（田嶋輝雄君） 学務課長。 

○学務課長（八幡博光君） 何千何百何十何円までは、ちょっと今、お答えできませんが、

この大幅改修工事は、文部省の補助事業、補助金を受けまして、３分の１をいただいて改修

してございます。残りの３分の２は起債を使いながら町で負担をしております。 

 以上です。 
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○議長（田嶋輝雄君） ４番議員、よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより、本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、報告第２１号専決処分事項の報告について（工事請負変更契約の締結に

ついて（城南小学校大規模改造工事））は、原案のとおり承認されました。 

 

 

○日程第７ 報告第２２号 

○議長（田嶋輝雄君） 日程第７ 報告第２２号専決処分事項の報告について（平成２９年

度七戸町一般会計補正予算（第６号））を議題といたします。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑は、事項別明細書により行います。 

 歳入・歳出全般にわたり、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより、本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、報告第２２号専決処分事項の報告について（平成２９年度七戸町一般会

計補正予算（第６号））は、原案のとおり承認されました。 

 

 

○日程第８ 議案第９３号 

○議長（田嶋輝雄君） 日程第８ 議案第９３号平成２９年度七戸町一般会計補正予算（第
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７号）を議題といたします。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑は、事項別明細書により行います。 

 歳入・歳出全般にわたり、発言を許します。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより、本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、議案第９３号平成２９年度七戸町一般会計補正予算（第７号）は、原案

のとおり可決されました。 

 

 

○日程第９ 議案第９４号 

○議長（田嶋輝雄君） 日程第９ 議案第９４号工事請負契約の締結について（西野橋橋梁

補修工事）を議題といたします。 

 これより、質疑に入ります。 

発言を許します。ありませんか。 

 ８番議員。 

○８番（瀬川左一君） この橋は何年ぐらい前に建てた橋なのでしょうか。 

○議長（田嶋輝雄君） 建設課長。 

○建設課長（仁和圭昭君） お答えします。 

 西野橋でありますけれど、２級町道高屋敷・西野・八栗平線にかかる橋梁でございますけ

れど、本橋梁については、昭和５０年に建設後、４２年経過しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（田嶋輝雄君） ８番議員。 

○８番（瀬川左一君） 町の負担率はどれくらいで、補助はどういう形になっていますか。 

○議長（田嶋輝雄君） 建設課長。 

○建設課長（仁和圭昭君） お答えします。 

 本整備につきましては、国庫補助事業、社会資本整備総合交付金を活用しております。補

助率については１０分の５．９４、事業費でいきますと約３，０００万円相当を充当してい

るということでございます。あと、裏財源については、過疎債対応ということになってござ
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います。 

 以上です。 

○議長（田嶋輝雄君） ８番議員、よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより、本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、議案第９４号工事請負契約の締結について（西野橋橋梁補修工事）は、

原案のとおり可決されました。 

 

 

○日程第１０ 議案第９５号 

○議長（田嶋輝雄君） 日程第１０ 議案第９５号工事請負契約の締結について（本庁舎耐

震改修工事）を議題といたします。 

 これより、質疑に入ります。 

発言を許します。 

１０番議員。 

○１０番（田嶋弘一君） 補修ということは、補修だけの工事かと思いますが、できればそ

のついでに直すという方法を指定するのは、これからもできますか。 

○議長（田嶋輝雄君） 財政課長。 

○財政課長（金見勝弘君） お答えいたします。 

 耐震改修工事に当たり、躯体調査のほうも昨年度実施いたしました。その調査において若

干のクラーク等、ある場所がありますが、大規模な改造をすることなく庁舎を維持できると

いうことですので、今回の契約では耐震改修工事のみの工事となります。 

 以上でございます。 

○議長（田嶋輝雄君） １０番議員。 

○１０番（田嶋弘一君） その都度、その都度、少しのところを本来直していくべきことか

と思いますのが、庁舎の玄関、前にも副町長にちょっとお願いをして、年配の例えば身体の

不自由な方ということで、天気のいい日は玄関を開けてくれたらということで、去年、一昨

年からそういう形をとっていただきました。そこに不自由な方がくるということで、スラロ
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ームがありますが、どうしてもその人の自筆が必要だという場合は、雨の日でもこなければ

ならないということがあります。そういう意味で、スラロームと玄関のところをもう少し工

夫をして、老人が雨の当たらない方向性で、アーチなり玄関を修繕するということは住民の

ために大変助かることだと思うのですが、その辺は頭に入れているでしょうか。 

○議長（田嶋輝雄君） 財政課長。 

○財政課長（金見勝弘君） お答えいたします。 

 今現在、正面玄関の隣に池があるのですが、その池も壊れていまして漏水があって、昨年

まで飼っていましたコイとかが死んだりしている状況であります。ただし、池をそのまま放

置するわけにもいきませんし、その池も含めて正面玄関にキャノピーという下屋をつけて、

雨がいくらでも当たらないようにできないかということを、今課内のほうで検討し、できれ

ば新年度予算で改修工事を行いたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（田嶋輝雄君） １０番議員。 

○１０番（田嶋弘一君） 関連になるのですが、七戸庁舎である日、雨が降った日に私がた

またま遭遇して、一人の老人が、役場職員が傘を持って、玄関から出ていったのですが、親

切な職員がいっぱいいるなと思いました。ところが、あそこにバス停があるのですが、かわ

いそうだと思って傘を持っていきましたが、そのおじいさんはいらないというふうな形で、

ああゆうところにも、雨が降ったときにバスを待っている人は、濡れてもいいのかなという

ふうに私は感じるのですが、あそこはバスが停まれるようになっていて、バス停だと私は認

識していますが間違いないですか。 

○議長（田嶋輝雄君） 支所長。 

○支所長（加藤 司君） お答えいたします。 

 支所の正面玄関の前、あそこはコミュニティバスの停留所になっております。それで、今

質問のありました雨の日、確かにバスを待っている人は雨に当たるわけですが、ただ支所の

正面玄関から下屋が張り出しておりますので、あおの屋根の下に入って待ってもらえれば、

バスに乗る距離だけ雨に当たる感じになると思いますが、そういうふうなことで対応しても

らいたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田嶋輝雄君） １０番議員。 

○１０番（田嶋弘一君） だったら階段のところに、椅子でも置いてくれたらいいのかなと

思いますので、その辺も考慮してください。 

 どうですか。 

○議長（田嶋輝雄君） 支所長。 

○支所長（加藤 司君） 関係者等で検討して設置できるほうに検討したいと思います。 

○議長（田嶋輝雄君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（田嶋輝雄君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより、本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、議案第９５号工事請負契約の締結について（本庁舎耐震改修工事）は、

原案のとおり可決されました。 

 

 

○日程第１１ 議案第９６号 

○議長（田嶋輝雄君） 日程第１１ 議案第９６号工事請負変更契約の締結について（（仮称）

道の駅しちのへ情報館建築工事）を議題といたします。 

 これより、質疑に入ります。 

発言を許します。 

 ７番議員。 

○７番（佐々木寿夫君） この変更は、５，８００万円か５，９００万円ほどの金額になっ

ていますが、内容を見ると杭が１セットから１７セット、それから発生材処理・処分とか、

こういうふうなものが追加になっているのですが、土木工事というのは最初の予想と大体違

うことが発生するのですが、この杭の最初の１セットが１７セットとか、発生材処理・処分

とか、こういうのも前もって計算できるのではないかと思うのですが、その辺について御説

明願います。 

○議長（田嶋輝雄君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（附田敬吾君） お答えします。 

 まず、工事概要のほうを御覧ください。 

議員がおっしゃるとおり、上段のほうの杭に、変更前に関しては１セット、変更後１７セ

ットということでついております。今回の道の駅情報館については、杭に関してトータル１

８セット必要です。それは、当初の設計のほうでも１８セット入っております。今回、変更

前の１セットは、あくまでも試験杭となっております。今回、杭の施工については、地質調

査結果に基づきまして設計しておりますが、試験杭の施工後に杭の長さ等に大幅な変更が発

生する事例があるため、試験杭施工後の結果を受けて設計を照査し、場合によっては設計の

見直しをして、そのほかのコンクリート杭を施工することといたしました。このことについ

ては、国からの申し出により、あくまでも国から町のほうが委託を受けて進めている工事で

あります。国からの申し出により協議の結果、このような方法をとっております。よって、
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当初契約の中には試験杭のみの計上となっております。予算については、きちんと１８セッ

ト予算をとっておりますけれど、入札する段階で試験杭のみの計上で、その後、照査して必

要であれば設計の変更を行ったり、今回、試験堀と試験杭のほうの施工を行いまして、ボー

リングコアと比較して、照らし合わせたところ、地質に関してもボーリング調査したときと

一致しておりますので、今回は当初の設計どおりに進めることとなりまして、提案させてい

ただきました。あくまでも、国から委託を受けている事業で、国により今回このような進め

方をしております。 

以上です。 

○議長（田嶋輝雄君） ７番議員。 

○７番（佐々木寿夫君） この発生材処理・処分というのは、これは変更前と同じですか。 

○議長（田嶋輝雄君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（附田敬吾君） この発生材処理に関しても、パイル工事の残土というふう

になっております。今回、パイル工事に関しては１８セットで、３３メートルの１８カ所、

１メートルの幅のオーガーで掘削するものですから、１メートルの３３メートル分の残土が

発生すると、その分の残土処理ということになります。 

 以上です。 

○議長（田嶋輝雄君） ほかにありませんか。 

 １４番議員。 

○１４番（白石 洋君） 皆さん御承知のとおり、この予算に関しては、ほとんど国のほう

からということで、非常に当町にとっても古くなってきたトイレを新しくしてもらうとか、

あるいはまた、交通に関する情報機関を設けていただけることについては、町民の一人とし

ても感謝をしていかなければならないと思っています。また、あそこでいろいろな仕事に携

わってきている人たちの努力によって、そういったことが、あるいはまた、町の対応等によ

って国でも成果を認めた結果、ああいう立派なものをつくっていただけるというふうに理解

しておりました。しかし、今回、議会を通った経緯もあるわけですが、今年の７月１３日云々

ということを書かれています。何で今頃、雪が降り出す頃に、こういったものがですか、課

長の説明もわからないわけでもないけれど、普通、町のあれであれば、地質調査というのは

やるわけですよ。それによって、地質がまずいからパイルを打たなければならないとか、い

ろいろなことをやるわけですが、それがざっと５，８２９万８４０円ほどの変更になるとい

うことですが、総じて考えてみれば、町にもある意味では、国のほうが当初考えていること

よりも増額になるということは、ある意味からいけば損害を与えているような感情をもって

ならないです。５００万円ならまだ分かりますが、５，０００万円という金を、しかも、つ

い７月に入札して契約しました、工事にかかりますと。今ちょっと雨が降っていますが現場

を見てきました。今、パイルがあそこに入って、これからやり出すかということの作業をし

ています。こんなことが我が町で、小又町長から発注された工事であったら許されますか。

私は許されないと思います。議員の人たちも。何を調査してこんなに５，０００万円もふえ
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るのかということを言われると思います。だから、設計者も当然、佐々木議員からも言われ

たように、発生材の処分なんかというのは、素人が考えてもわかることです。しかも石川設

計といえば立派な設計業者です、青森県でも代表するような業者がこんなことをして、しか

もそれをＲＡＢ開発がちゃんと監督をしてくれていることですよね。いつ入札をして、いつ

工事をして、いつできるのか、これだとわけがわからないです。私が今まで言ってきたのは、

冬期間だけは、特に建築の建物なんかはさけて発注してほしいということをお願いしていま

す。これは４月あたりに発注したら、請け負った業者も儲かって潤います。そういうことを

何も配慮しないでという感じを受けたから、今少し、腹が立って質問しています。こんなこ

とが許されてよいのかどうかということ。 

それから町長、もう一つ思うことがあります。確かに予算上くぐってくるのは商工観光課

ですが、やっぱり技術のことに関しては建設課があるのだから、こういう大きいものについ

ては建設課にお願いをしてやっていかないと、細かいことになって、答弁するとこ何とかと

いうことになれば、技術的な問題も発生するし、商工観光課はいろいろなイベントで忙しく

て大変なときです。大変なことになると思います。そういうことを含めて、３回しか言われ

ないので少しくどく、話していますが、そういったことで予算の流れなんかというのは、も

っとちゃんとやらなければ、親方日の丸でやっているようなものです。国だから金があると

いえばそれまでだかもわかりませんが、５，８００万円もなんぼも増額していかがですかっ

て、しかも雪が降る今頃になってから、今発注したのと同じですよね。今、パイルを打つか

ら用意ドンなのです、基礎工事は。こんなことで先が思いやられるのですが、町長、その辺

はいかがなものですか。 

○議長（田嶋輝雄君） 町長。 

○町長（小又 勉君） おっしゃるとおりであります。 

 当初、設計のとき地質調査をして、それに基づいて杭の長さなり、本数なり決まっている

はずなのですが、いかんせん、国のいわゆる方式というのは、試験杭を打って、それに基づ

いてピッタリだということで、改めて発注の仕直しということになるということですから、

いかにも言い難いです。実は昨日、国土交通省の発注元ですが、いろいろと協議をする機会

がありました。もちもん、これではありませんが、道路の関係ですけれども。昨今、所長に

実は大変もう増額になると。杭もとんでもない８０センチの杭ですが、今まで前例がないと。

見ただけでもびっくりするような杭です。２０階、３０階建のビルが建つような印象を受け

ました。地質調査の結果がそうだから、これはそれでいくと。特に防災拠点の施設というこ

とですから、一切の妥協は許されないという回答をいただきました。結果的に町も実は、２

割の負担というのもあります。ですから、いろいろな意味で負担がふえることはふえるので

すが、８割かた国のお金というのもありますし、そちらのやり方がそうだということであれ

ば、やっぱり納得をせざるを得ないというふうに思います。 

 あと技術的な面で確かに専門の部署がありますので、その辺はこれから一つ検討材料とい

うことに、今後発注する場合の検討の材料にすべきだというふうに思います。 
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○議長（田嶋輝雄君） １４番議員。 

○１４番（白石 洋君） いろいろな立場の中で、いろいろな決まり事のようなものがある

わけですので、国なり県なり町なり、それぞれあっていいとは思いますけども、こうして考

えてみますと、先ほど申し上げましたとおり冬期間の工事になるわけですので、これは以上

気候、特に異常天候、最近の気候になっていますので、大体の月々によって天候の予想とい

うのはあるかもしれませんが、急激な変化というのもあるわけですので、町としてもやっぱ

り、例えば、天候の具合が悪いと工事中止をかけることもありうるわけですが、そういった

こともやっぱり、国との打合せも必要になってくると思いますが、その辺のあたりが、今後

どういうふうになって、例えば、あまり予想のし過ぎは、早まってそんなことだけではなら

ないにしても、そういったことの予想の中でいろいろなことを協議しなければならないです

が、そういった協議が年度を越えてやられるというふうなこと等も、可能性もないわけでは

ないので、こういったことはどうですか。 

 それから、先ほど町長に話した、担当課が商工観光課ですが、技術的な面もあるし、建設

課の協力も得ながら、一ついいものをつくるという前向きな姿勢に考えたときに、そういっ

たこと等については、どうなのか。町長として、どういうふうに考えているのか。 

○議長（田嶋輝雄君） 町長。 

○町長（小又 勉君） 工期については、とりあえず年度内ということもありますけれど、

実は実質上、トイレができて、あと今のトイレの取り壊しというのもあります。必ず年度を

越えざるを得ないと、そうなってくると全体の工事のいわゆるその進捗は、その天候を見な

がら、季節を見ながら最適な時期にやるということに、恐らく変更にせざるを得ないという

ふうに思っています。それが１２月の議会になるのか、３月の議会になるのか、今朝ちょっ

と打合せをしたら、課長は１２月の議会で改めて工期の変更をお願いせざるを得ないという

ふうに思っていますので、季節をきちっと見ながら、いい時期の施工をやらせるようにした

いと思います。実は学務課に一人、技術的な職員がおりまして、そちらのほうのアドバイス

を受けましてやっているということです。今までも実はありました。大方、町単独の経費の

場合は、過剰設計の場合は実はストップをかけて、やり直しをさせてやると。道の駅のあれ

もありました。白石議員が指摘された設計が過剰だと。それから保健センター、そちらの車

庫の場合も過剰すぎるのはストップさせて、これはだめだよと。ただ今の場合は、やはり向

こうが主体で、しかも専門の部署で、町がああだこうだと言うべき筋ではないということで

ありますので、向こうのそういう方式に従って、今進めているという状況です。 

○議長（田嶋輝雄君） １４番議員よろしいですか。 

ほかにありませんか。 

４番議員。 

○４番（哘 清悦君） イメージができにくいのですが、杭１８セットは建物の下にという

ことなのか、駐車場は特にそういった杭はないのかを確認します。 

○議長（田嶋輝雄君） 商工観光課長。 
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○商工観光課長（附田敬吾君） お答えします。 

 今回の１８カ所の杭に関しては、建物の杭ということになります。そのほか建物から北側

のほうに貯留槽というものがあります。これは防災施設も兼ねているものですから、下水処

理が故障した場合、そちらの貯留槽のほうにトイレから水が流れることになります。そちら

のほうも２４０トンの重量がかかるものですから、そちらのほうにもパイルが１２セット設

置されることになります。 

 以上です。 

○議長（田嶋輝雄君） ４番議員よろしいですか。 

ほかにありませんか。 

１２番議員。 

○１２番（田島政義君） 聞き間違いではないと思いますが、当初、変更前に杭の準備は１

８セットも準備したと話しました、当初から。だけども試験堀するための１セットと。初め

から１８セット打たなければならないのであれば、予算を初めから１８とやっておけば、そ

の中の１セットをやるというのであれば、予算もこんなにならないです。 

 それから、もう一つ。私は前にも言ってありますが、あの建物ができたときに道の駅から

美術館の渡りのあれについて質問をしたら、国から聞いて返事しますということになってい

ますが、車の出入りです。せっかく必要で、美術館から道の駅に行く人はいっぱいいますが、

道の駅から美術館は少ないです。そのときに、あの通路で雨が降って大変だ、先ほどいろい

ろな意味で田嶋議員のほうからもいろいろとでましたが、そういうことで、あれは必要で屋

根をかけた。当初あれを取り払うということで、馬もいなくなるわけです。そうなると、あ

の出入りをすると高齢者の車でいろいろな事故が起きているということで、あれを駐車場か

ら通過にしたときに大変なことになると。コンビニにも車が入っていくし、みんなところに

入っていくから、子供たちが走ったりして、慌ててブレーキとアクセルを間違えれば、当然

事故になります。その場合に、何で必要だったものを取らなければならないのか。出入りす

るのであったら、そちらから出入りさせればいいことです。よそのほうの道の駅をいろいろ

と歩いてみても、運転手も車を置いてかなり遠くで歩かなければならない道の駅もあるわけ

ですから、ですから私は、せっかくつくったものは壊す必要がないのではないかと、そうい

うことで、それを国と協議してということで話があって終わっていますが、その辺はどうな

っていますか。 

○議長（田嶋輝雄君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（附田敬吾君） まずパイルの１８セットの予算の関係です。当初の設計の

関係で、ちゃんと１８セット分設計されております。５月１日の臨時議会に際しての計上は、

１８セット分すべてやった分で計上させていただいております。入札段階では、先ほども申

し上げたとおり、国の申し出によりまして、とりあえず試験杭のみ計上して入札しておりま

す。予算に関しては、１８セット分すべて予算に計上しております。設計段階も１８セット

ですよということで、設計のほうもできあがっております。 
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 もう１点目ですけれど、先般の５月１日の臨時議会のときも、田島議員のほうからお話し

がありました。この間も課のほうで打合せをしまして、国交省とも協議を進めている段階で、

最終的には決定まで至っていませんけれど、仮に必要最小限の車の通りとかにして、普段は

車止めとかをして通させないとか、あとシェルターに関しても必要最小限の取り外しで、お

客様に雨とかで濡れないような、そういった対応をとっていったらどうかということで、ま

だ最終的には決まっていませんが、不便を感じさせないような形でもっていきたいと考えて

おります。 

○議長（田嶋輝雄君） １２番議員。 

○１２番（田島政義君） そういう配慮をぜひ、していただきたいと。事故が起きてからだ

と大変なことになりますので、その辺の配慮をよろしくお願いします。 

○議長（田嶋輝雄君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 討論がありませんので、これをもって討論を終結します。 

 これより、本案について採決します。 

 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田嶋輝雄君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、議案第９６号工事請負変更契約の締結について（（仮称）道の駅しちのへ

情報館建築工事）は、原案のとおり可決されました。 

 

 

○閉会宣言 

○議長（田嶋輝雄君） 以上をもって、平成２９年第３回七戸町議会臨時会に付議されまし

た事件はすべて議了しました。 

これをもって、平成２９年第３回七戸町議会臨時会を閉会します。 

 大変お疲れ様でした。 

閉 会 午前１０時４６分 
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